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令和７年第９回教育委員会会議 
１ 日 時  

令和７年６月３０日(月) 
開会 １０時００分 
閉会 １１時００分 
 

２ 場 所  
県庁行政庁舎 １７階 教育委員会室 

 
３ 出席者 
  酒井雅洋教育長、新屋長二郎委員、眞鍋知子委員、新家久司委員、高野勝委員、

辻󠄀奈穂子委員 

 
４ 説明のため出席した職員 
  塩田憲司教育参事、山本一彦教育次長、村本治男教育次長、北島公之教育次長、

筒井諒太郞教育政策課長、髙倉英明教職員課長、樋口勝浩学校指導課長、小山内裕
之生涯学習課長、原田仁史文化財課長、黒坂昭弘保健体育課長 

 
５ 議案件名及び採決の結果 

議案第 20 号 産業教育審議会委員の委嘱（任命）について（原案可決） 
議案第 21 号 石川県社会教育委員の委嘱（任命）について（原案可決） 
議案第 22 号 石川県生涯学習審議会委員の委嘱（任命）について（原案可決） 

 

６ 報告 

報告第 1 号 令和８年度石川県公立学校教員採用候補者選考試験等の志願状況 
について 

報告第 2 号 令和８年度石川県立学校実習助手採用候補者選考試験の実施につ 
いて 

報告第 3 号 令和８年度石川県盲学校・ろう学校寄宿舎指導員採用候補者選考 
試験の実施について 

報告第 4 号 令和８年度石川県公立高等学校入学者選抜方法について 
報告第 5 号 令和７年３月石川県公立高等学校卒業者の進路状況について 
報告第 6 号 文化財の国指定について 

 

７ 審議の概要 
  ・開会宣告 
    酒井教育長が開会を告げる。 
 

・会議の公開・非公開の決定 
    議案第２０号、第２１号、第２２号人事に関する案件のため、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第 14 条第 7 項に基づき非公開とすることを全会一致で
決定。 

 
・質疑要旨 

    以下のとおり。  



2 

報告第 1 号 令和８年度石川県公立学校教員採用候補者選考試験等の志願状況につい

て（髙倉教職員課長説明） 

 

報告第１号の本試験につきましては、去る５月１日から出願の受付を開始し、５月

３０日に締め切りました。 

志願状況の概要について、上段の表の一番下の計の欄をご覧下さい。 

令和８年度の採用見込数につきましては、前回の当会議で、昨年度と同じ３１５人

と報告いたしました。 

これに対して志願者数は９４４人で、昨年度より１０人減少しております。 

全体の倍率は、昨年度と同じ３．０倍となっております。 

受験区分別の状況でございますが、小学校教諭等につきましては、１４０人の採用

見込に対し、３１５人の志願があり、倍率は２．３倍、中学校・高等学校教諭等につ

きましては、１３５人の採用見込のところ、４８２人の志願があり、倍率は３．６

倍、特別支援学校教諭等につきましては、小・中・高等部あわせて３５人の採用見込

のところ、４２人の志願があり、倍率は１．２倍、養護教諭につきましては、５人の

採用見込に対し、８７人の志願があり、倍率は１７．４倍となっております。 

栄養教諭につきましては、１８人の志願がありました。 

次に、資料の中ほどの表をご覧下さい。 

大学３年生を対象とした選考では、昨年度までは「小学校教諭等」と「特別支援学

校教諭等（小学部）」を対象としておりましたが、今年度から新たに「中学校教諭等及

び高等学校教諭等」と「特別支援学校教諭等（中学部・高等部）」を追加したところ、 

２１４人の志願がありました。 

これは、志願者総数９４４人の外数となります。 

なお、志願状況につきましては、６月２５日にホームページで既に公表をしており

ます。 

 

【質疑】 

（新屋委員） 

大学３年生の対象のところで、中・高等学校９４人だったかなと思うんですけれど

も、内訳みたいなものはありますか。 

 

（髙倉教職員課長） 

すみません。手元に４年生の分しかなく分かりません。 

 

（新屋委員） 

はい。採用を早くしてほしいという、何かそういう大学生としては、早く何か決め

たいみたいなところがあると思うんで、もっともっと PR をして、増やしていけばいい

んじゃないかなと思います。 

 

（辻󠄀委員） 

直接採用人数に関わる問題じゃないんですけれども、これ見ると去年と今年で採用

見込数が同じなんですけど、今子供たちって昔と違って、SNS とか、情報社会とか、

人間関係とかすごい昔よりも複雑になっている中で、学校でもちょっと不登校とか行

き渋りの子とかも増えているっていうことで、１クラス３５人というのは、なかなか

先生も１人で対応が難しいのかなと思ったり、あと今学校の先生の時間外短縮ってい
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う面で、教科ごとの担任の先生が減ったりとかする中で、担任の先生の見てない子供

たちもすごいたくさん出てきていると思うので、その辺が子供たちをもうちょっと 1

人 1 人細やかに見るっていう点で、３５人っていうのはちょっと多いのかなと思った

りっていう、私の個人的な意見です。 

 

（髙倉教職員課長） 

今、国の方でもまず小学校の方が全て３５人学級の方に移行して、今度は中学校の

方に３５人学級に向けた準備を進めています。そういう生徒を見ることができるよう

に、外部の人材とかも多く入れて対応しているところです。また今後の国の動向も注

視しながら対処していきたいと思います。 

 

（高野委員） 

令和３年から令和７年までずっと３１５人程度の採用見込数。もしかしたら昨年も

同じ質問したかもしれませんけども、児童生徒数が減ってきていることだとか、それ

から学校の統廃合であったり、また教員の定年延長が２年後ろになっていますよね。 

これからずっと定年延長していく中で、教員の採用見込数が変わらないってことは、

不足してるっていうことですか。 

 

（髙倉教職員課長） 

１０年前我々が推計したときと比べて、やはり３５人学級への移行が進んだとか、 

学校のきめ細かいそういう加配が入ってきたとかっていうことで、実際、３００人か

ら減っていくのかなと思っていたんですけど、まだまだ教員が必要になっている状況

という。この後また中学校の３５人学級等も入ってきますので、しばらくまた状況を

見ていきながらということであります。 

 

（高野委員） 

統廃合して学校数が減るっていうような話があったら全県的に何か支援できるんで

すけども、それを見越して例えば講師にちょっとマニュアルを入れるとか、そういう

ことは考えてないんでしょうか。 

なぜかというと、例えば小学校では倍率が２．２倍まで下がってきているので、こ

れ以上下がっていくと、教員の質の確保という部分で、何か将来的なリスクが生じて

こないのかなっていう、そんな気がして聞いてみました。 

 

（髙倉教職員課長） 

統廃合のこととかも含めて、そのために一定数の講師の方が必要ということで、そ

こも考えた採用数になっておりますので、そこは考慮しております。 
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報告第 2 号 令和８年度石川県立学校実習助手採用候補者選考試験の実施について 

（髙倉教職員課長説明） 

 

県立学校実習助手採用候補者選考試験について、今年度も実施いたします。 

実習助手の職務内容は、主に、実験又は実習について、教諭の職務を助けることで

あります。 

今後の退職状況を踏まえ、実習中の安全性の確保や専門的な指導力の維持・向上を

図るために、昨年度実施しました農業、工業、理科分野に加えて、今年度は商業分野

においても、若干名の正規実習助手を採用することといたしました。 

募集期間は、８月１８日（月）から９月１日（月）までとし、選考試験は、県立金

沢西高等学校において、一般知識及び専門教育に関する基礎的な専門知識を問う総合

教養と実習助手としての意欲、適性等をみる作文を含めた筆記試験、適性検査及び個

人面接を１０月５日（日）に実施することとしております。 

選考結果につきましては、１０月３１日（金）に通知を発送し、併せて、同日の午

後３時に県教育委員会のホームページに掲載することとしており、しっかりと能力・

資質を見極めて採用決定したいと考えております。 

 

 

【質疑】 

なし。 
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報告第 3 号 令和８年度石川県盲学校・ろう学校寄宿舎指導員採用候補者選考試験の

実施について（髙倉教職員課長説明） 

 

盲学校・ろう学校の寄宿舎指導員採用候補者選考試験について、（２年ぶりに）実施

いたします。 

採用数については、今後の退職状況を踏まえ、若干名とします。 

寄宿舎指導員の職務内容は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世

話、学習指導及び生活指導に従事するものであります。 

試験内容及び試験期日等は、お手元の資料に記載のとおりであり、先ほどご説明し

ました実習助手と同様であります。 

 

【質疑】 

（新屋委員） 

先ほどの実習助手もそうですけど、この二つの職種の試験ですけど、どういう方が

応募されてくるのかなと思ったんですけれども。現在学校の方で既に何か臨時的に任

用されている方がいらっしゃると思いますし、全くフリーですから、フリーっていう

か高卒以上で年齢制限もほとんどみたいなものですよね。何か教員の場合は、積極的

にいろんな PR したり、大学行って説明したりしてると思うんですけど、この二つの職

種の新しい人向けの PR とか、そういうのはどういうふうにされているんでしょうか。 

 

（髙倉教職員課長） 

実際受けている方は、現時点で臨時的に実習助手をされてる方が多い傾向がありま

す。新たに来る方は、一度こちらに電話をかけてきて、どんな仕事ですかっていう、

そこについて一度来てもらって、丁寧に説明をしたり面接をしたりそんな形で定期的

にしています。 

あと高校の方に回った時とかに、特に工業高校で教員以外にこういう仕事もあるっ

てことを学校にも説明して、生徒の方にも説明してもらっているところもあります。

そういうことから高校生で受けられる方も何人かいるところであります。 

 

（新屋委員） 

なかなか教員採用試験の場合と違って情報が少ないと思うんですね。世間の人から

の。だからそういう高校で PR するのももちろん大事だと思いますけど、いろんなとこ

ろで新しい人材の確保に向けて PR を工夫されたらいいのではないかなと思います。 
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報告第 4 号 令和８年度石川県公立高等学校入学者選抜方法について 

（樋口学校指導課長説明） 

 

それでは資料４ページをお開きください。 

まず、１ の推薦入学について、⑴ の推薦入学実施校ですが、アの通り、全日制の

普通科で推薦を実施するのは、前年度の実施校に飯田高校を加えた１１校となりま

す。 

イをご覧ください。 

全日制の普通科におけるコース、専門学科、及び、総合学科で推薦を実施するの

は、前年度の実施校に飯田高校のビジネスコースを加えた２２校になります。 

また、ウの定時制における実施校は、前年同様、ございません。 

次に、５ページをお開きください。 

⑵ の推薦枠及び検査科目をご覧ください。 

先の教育委員会会議でご審議いただき、決定された入学者選抜方針では、推薦枠に

ついて、 

・コースを除く普通科は、募集定員の２５％以内、 

・普通科におけるコース、専門学科及び総合学科は、募集定員の３０％以内となって

おります。 

その選抜方針を受け、志望動機がより明確で、適性、興味及び関心がより高い者を

選抜するため、それぞれの学校において、近年の出願倍率や地元中学生の動向を踏ま

え、推薦枠を設定したものであります。新たに加わった飯田高校を除く、前年度から

実施している２４校について、推薦枠・検査科目につきましては、変更はございませ

ん。 

次に、６ページをお開きください。 

⑶ の推薦要件でありますが、 

アの「普通科（コースを除く。）の推薦入学」実施校 

イの「普通科におけるコース、専門学科及び総合学科の推薦入学」実施校 

ウの「全国募集における推薦入学」実施校 

につきましては、変更はございません。 

次のページをご覧下さい。 

全国募集実施校及び内容につきましては、全国にアピールできる教育活動を行って

いることや、地元市町や周辺地域の理解や協力が得られることといった条件を満たす

学校のうち、志願の状況や学校長の意見を踏まえ、ご覧の通りといたします。 

新たに飯田高校が加わっております。飯田高校については、全国レベルの実績をも

つウエイトリフティング部があり、全国募集により、学校の強みをさらに磨こうと考

えております。 

一方、前年度、自転車競技で全国募集を行っていた内灘高校については、震災の影

響により、合格者の住まいと考えていた内灘町内の場所を紹介することが難しくなっ

たことから、今年度は実施しないこととなりました。 

次に８ページの２ の外国人生徒等に係る特別入学についてです。 

実施校については、地域バランスや本県における日本語指導が必要な児童生徒数の

在籍状況、実態等を考慮して、全日制の７校定時制の６校の計１３校とし、前年度か

らの変更はございません。 

次に、９ページをご覧ください。 

３ 一般入学についてご説明します。 
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⑴ の一般入学の学力検査以外の検査科目を実施する学校について、全日制課程の学

校、定時制課程の学校とも、前年度からの変更はございません。 

また、⑵ の傾斜配点実施校は、前年度同様ありません。 

 

【質疑】 

（高野委員） 

４月に総理大臣と文科大臣が、高校入試の生徒のできるだけ希望を叶えさせたいの

で、単願から併願を検討しなさいみたいな、新聞記事や報道が流れたんですけども、

石川県の場合は、併願ということに関しては全く検討されてないんでしょうか。 

 

（樋口学校指導課長） 

今のご質問がありました併願制に関してですけれども、あの記事も読売新聞が最初

に出て、それ以降少し話はありますけれども、その後の具体的な話というのがそれか

らは出ておりません。本県としてもその状況、その辺のところを今後見ていきまし

て、検討しなければいけないのかなと思うんですが、ただそこはなにせ何も出ていな

いので、まだ研究段階といいますか、どんな状況になるかということだと思っており

ます。 

 

（眞鍋委員） 

外国人制度等に係る特別入試についてなんですけど、実績はどの程度あるのかあん

まりお聞きした覚えがないので、昨年度実際に特別入試でどれくらいの外国人生徒の

方が入学されたのか教えていただけますか。 

 

（樋口学校指導課長） 

昨年度におきましては７名の出願がありまして、７名が合格しております。 

 

（眞鍋委員） 

各校１人とかそういうわけではなく。 

 

（樋口学校指導課長） 

１名の学校もあれば、２名の学校もあります。 

 

（眞鍋委員） 

その場合その学校には、例えば日本語教育の教員っていうか、手厚く配置されたり

しているんでしょうか。 

 

（樋口学校指導課長） 

学校によりますけれども、例えば小松北高校さんであれば、小松市の方から日本語

教育のそういう方が来ていただいたりとか、あと辰巳丘高校であれば、一部北陸大学

の方からもご支援いただいたりとか。そのような形で、日本語に少し苦労している生

徒へサポートしているところはあります。 

 

（眞鍋委員） 

多分これから増えていくと思うので、ぜひこういう入試でしっかりいい学生さんを

取って、現場でしっかり対応していただくようにしていただければなと思います。 
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もう一点なんですけど、毎回申し上げてる全国募集の件なんですけれど、やっぱり

７ページの別表を見ると、一部の部活動で全国募集するという形になってまして、先

ほど生徒さんの宿舎の問題とかで、今年は駄目だとかっていう話もありましたんでな

かなか難しい問題かとは思うんですけど、部活動に限らず、本来の教育活動、例えば

今輪島高校で何かあれですよね、震災からの復旧・復興の探求学習っていうのを進め

てらっしゃったりするじゃないですか。例えば何かそういうものの魅力で、全国から

生徒さんを集められるようにするとか、少しまたご検討いただいたらいかがかなと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

報告第 5 号 令和７年３月石川県公立高等学校卒業者の進路状況について 

（樋口学校指導課長説明） 

 

資料の１０頁をご覧ください。 

初めに全日制課程についてですが、卒業者は６，０７４名で、前年より５１名増加

となっております。 

うち、大学・短大進学者は３，７０９名で、卒業者全体に対する割合は６１．

１％、前年より１．１ポイント増加しております。 

なお、国公立大学への進学者は１，６６４名、卒業者全体の２７．４％で、６年連

続で増加しております。また表にはありませんが、県内大学への進学者は、大学進学

者全体の５０．０％でした。ここ数年は５０パーセント前後で推移しています。 

また、専修学校・各種学校等への入学者は９３１名と、卒業者全体に対する割合は

１５．３％で、前年より１．１ポイント減少しました。 

一方、就職については１，３１１名と、卒業者全体に対する割合は２１．６％で、

前年より０．１ポイント増加しました。 

次に、定時制課程についてですが、卒業者は１１７名で、前年（131 名）より１４

名減少となっています。大学・短大進学者は１９名で、前年より７名減少し、専修・

各種学校等入学者は３４名で昨年度に比べて４名増加しました。また、就職者は３３

名で、昨年度に比べて１３名減少しました。 

続いて、通信制課程についてですが、卒業者は１６１名で、前年度（163 名）より

２名減少しています。大学・短大進学者は４９名で前年より３名増加しています。就

職者は２２名で、昨年より４名増加しました。 

以上、まとめますと、進学については、全日制・通信制ともに大学・短大への進学

者の卒業生に占める割合が大きくなり、専修学校・各種学校等への割合が小さくなっ

ており、定時制においては大学・短大への進学者の卒業生に占める割合が小さくな

り、専修学校・各種学校等への割合が大きくなっております。 

就職については、全日制においては卒業生に占める割合は前年並みとなっていま

す。また、通信制においては同割合は大きくなっており、定時制において同割合は小

さくなっています。 

なお、能登半島地震の影響が心配されましたが、公立高等学校の３月末の就職内定

率は９９．４％と、１５年連続で９９％台の結果となりました。 

この就職内定率の高さは、生徒や教職員の頑張りはもちろん、多くの関係機関にご

協力をいただいた結果と考えております。 

全日制、定時制、通信制のいずれの学校におきましても、生徒、保護者の希望に応

えるべく、学習指導や進路指導に力を尽くしているところであり、県教委としては、

今後も、生徒が主体的に進路を選択できるよう、適切な職業観・勤労観を育成する

等、キャリア教育の充実を図り、関係機関との連携・協力を進め、学校の支援につと

めてまいりたいと考えております。 

 

【質疑】 

（高野委員） 

全日制課程の短大の進学者なんですけれども、去年よりも２割も減っているんです

けども、２２２人っていうのは、県外も含めた短大の進学者ですよね。前々年ってい

うのはどれくらいでしょうか。 
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（樋口学校指導課長） 

短大の進学者数ですが前々年、つまり令和５年の３月卒の時ですけれども、３０６

名です。もう一つは、令和４年の３月卒で言いますと３８４名となります。 

 

（高野委員） 

ということは、短大っていうのはもう進学の人数は年が経つごとに減ってきている

ってことですよね。 

 

（樋口学校指導課長） 

はい。 

 

（高野委員） 

 わかりました。 

 

（新屋委員） 

ちょっと質問なんですけれども、就職内定率が非常に高い状況ということですが、

内定しなかった 0.何%とかの生徒はどうするんですか。 

 

（樋口学校指導課長） 

内定ができなかった生徒については、まず要因としては、就職するよりも卒業する

ことの方に注力を注ぐっていうふうな生徒もおりまして、本来の就職活動ができてい

なかったということがあります。卒業した後ですけれども、そのうちの生徒の何名か

はちゃんとした就職活動をしようとはしていますが、多くはアルバイトであったり、

あとは自宅でというふうな形でいらっしゃるのが現状です。 

 

（新屋委員） 

高校を卒業してしまうと、なかなかそういう就職とかのフォローが行き届かないん

じゃないかなと思うので、そういう生徒たちにも、卒業した高校を通して何かアプロ

ーチなり、できる範囲ですればいいんじゃないかなというふうに思います。 

 

（新家委員） 

この数値ですね、全県の数字なので。何が聞きたいかって言うと、奥能登の震災関

係で、この就職とか進学に影響が出ているかどうかっていうことを今全体の部分なん

でこれでわからないんで、個別の資料をお持ちだと思いますので、もしわかるようで

あれば教えてください。 

 

（樋口学校指導課長） 

進学についての影響っていうのは、地震の影響があるかどうかっていうのはわかり

ません。就職に関しましては、しっかりとそこに就職希望している生徒さんは就職で

きておりますので、先ほど申し上げた通り地震による影響はなかったものかなという

ふうに考えております。 
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報告第 6 号 文化財の国指定について（原田文化財課長説明） 

 

去る６月２０日に開催されました国の文化審議会において、「大聖寺城跡（だいしょ

うじじょうあと）」を国の文化財に指定するよう、文部科学大臣に答申がなされまし

た。 

文化財の種別は「史跡」、所在地は加賀市大聖寺地方町古城山（じかたまちこじょう

やま）であり、資料の１２ページに位置図をつけております。 

所有者は加賀市と個人であります。 

文化財の概要ですが、大聖寺城跡は、戦国時代には加賀一向一揆の拠点であった 

後（のち）、天正３年以降は織田・豊臣両氏が支配し、同１１年には溝口秀勝（みぞぐ

ち・ひでかつ）が、慶長３年には山口玄蕃宗永（やまぐち・げんば・むねなが）が城

主となりました。 

同５年に前田利長に攻められ落城した後、元和（げんな）元年の一国一城令で廃城

になっております。 

江戸時代に作製された大聖寺城の絵図には、本丸や二の丸、三の丸といった曲輪

（くるわ）や道等が描かれており、これらは、加賀市が、これまでに実施した調査の

結果と概ね一致しており、遺構が良好に保存されていることが裏付けられておりま

す。 

戦国時代の加賀国の政治状況の変化を知る上で重要であり、価値が高いことから、

今回、答申がなされたものであります。 

答申どおり指定されれば、県内の国指定史跡の件数は、２７件となります。 

今後とも、本県の貴重な文化財の保存・活用に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 

【質疑】 

なし。 

 

（酒井教育長） 

以降の審議は非公開となるため、傍聴人の退席を促す。 
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議案 20 号 産業教育審議会委員の委嘱（任命）について 

 

樋口学校指導課長が説明し、採択の結果、全会一致で原案のとおり可決された。 

 

 

議案 21 号 石川県社会教育委員の委嘱（任命）について 

  

小山内生涯学習課長が説明し、採択の結果、全会一致で原案のとおり可決された。 

 

 

議案 22 号 石川県生涯学習審議会委員の委嘱（任命）について 

 

小山内生涯学習課長が説明し、採択の結果、全会一致で原案のとおり可決された。 

 

 

・閉会宣言 

  酒井教育長が閉会を告げる。 


